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平成２７年度第１回釧路市地域公共交通活性化協議会 議事録要旨 

 

日  時 平成２８年３月２２日（火）１４：００～１５：４５ 

場  所 釧路市観光国際交流センター ３階研修室 

出席委員 ２９名（うち代理出席１名） 欠席１名 

事務局 ３名 

オブザーバー ２名 

市都市計画課 １名 

 

１．開会 

 

２．委嘱状交付 

 

３．市長挨拶 

 

４．委員紹介 

 

５．地域公共交通活性化協議会の設置について 

 

 ・事務局より説明 資料１ 

 

６．議事 

 

（１）規約等について 

 

① 釧路市地域公共交通活性化協議会規約（案）について 

 

・ 事務局より説明 資料２－１ 

 

② 釧路市地域公共交通活性化協議会事務局規程（案）について 

 

・ 事務局より説明 資料２－２ 

 

③ 釧路市地域公共交通活性化協議会財務規程（案）について 

 

・ 事務局より説明 資料２－３ 
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（事務局） 

・ 規約案、事務局規程案、財務規程案をご説明させていただきました。ここまででご

質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 

  ～異議なし～ 

 

（事務局） 

 ・ 特にご意見等も無いようですので、規約案、事務局規程案、財務規程案についてご

承認をいただいたということで、本日より施行させていただきます。 

 

（２）会長の選任及び副会長、監事の指名について 

 

（事務局） 

・ 役員選任について、規約第４条第２項の規定により、会長は委員の中から互選より

決定することとなっております。互選の方法についてどのようにお取り計らいいたし

ましょうか。 

 

～委員より事務局一任の声～ 

 

（事務局） 

 ・ ただ今、事務局へ一任する旨の声をいただきました。 

 ・ 他になければ、事務局にお任せいただいてもよろしいでしょうか。 

 

～異議なし～ 

 

（事務局） 

・ 事務局からは、名塚副市長を会長の候補者として提案いたします。 

   皆様いかがでしょうか。 

 

～異議なし～ 

 

（事務局） 

・ それでは、これ以降、副市長の名塚会長が議長となりまして、議事を進行すること

となりますので、会長、よろしくお願いいたします。 
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（名塚会長） 

・ 規約第４条第３項の規定により、副会長と監事については会長が指名することとさ

れていますので、私の方から指名させていただきます。 

・ 副会長には、まちづくりと交通政策について高いご見識をお持ちである、北海道大

学大学院工学研究院の岸委員に、監事には、釧路市連合町内会の西村委員にお願いを

したいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（３）地域公共交通活性化協議会の進め方について 

 

（事務局） 

・ 地域公共交通活性化協議会の取組みについて説明 資料３ 

・ 平成２８年度事業計画案について説明 資料４－１ 

・ 平成２８年度予算案について説明 資料４－２ 

 

（名塚会長） 

・ 地域公共交通活性化協議会の進め方について、スケジュール、事業計画案、予算案、

今後の調査事業の交付申請ついて、一括で事務局より説明がございましたが、これに

関してご質問等お受けしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（宮下委員） 

 ・ 資料４－１のコンサルタントへの業務委託について、住民基本台帳を用いて高齢者

の居住状況等についての基本調査を行い、情報を整理するとの事ですが、単純に高齢

者という区分で良いのでしょうか。高齢者の中でも自家用車を持っているかどうか、

あるいは家族でも運転できる人がいるかどうかといったデータも必要になるのではな

いでしょうか。 

 

（事務局） 

・ 基本調査の調査対象の抽出条件として、市がデータとして保有しているのが住民基

本台帳となっており、免許の保持等までは掘り下げられないかもしれませんが、ある

程度の地域性も見ながら対象者を機械的に抽出するということになりますので、委託

契約するコンサルタントともきっちりと相談しながら進めて参りたいと考えておりま

す。 

 

（平岡委員） 

・ 金額的にかなり大きな委託費になるかと思いますが、どのような方法でコンサルタ

ントを決めるのでしょうか。また、業務委託の内容を見るとかなりの部分をコンサル

タントにお願いをすることになっていますが、具体的な計画等を検討するにあたって
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は、実際に公共交通を利用されている方の生の声も重要になってくるのかと思います。

そういった生の声を集める為に高齢者はもちろん、大学生、高校生など若者の声をし

っかり聞いてニーズを汲み取ることも必要ではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 ・ コンサルタント選定の方法については、協議会として委託をする形になり、入札に

より選定したいと考えております。 

 ・ 委託業務については、実態調査は専門であるコンサルタントに行っていただくこと

で進めてまいりますが、見直し案の検討、計画の検討については、当協議会の中にも

利用者側の代表の方に来ていただいておりますし、市民に影響を及ぼすことですので、

この協議会の場だけでなく、様々な場面で市民の声を聴いていきたいと考えておりま

す。 

 

（名塚会長） 

・ 地域公共交通活性化協議会の進め方について、事務局の提案のとおり承認いただけ

たということでよろしいでしょうか。 

 

～異議なし～ 

 

（名塚会長） 

・ 事務局案のとおり承認いただいたものといたします。 

 

（４）地域公共交通網形成計画策定に向けての考え方について 

 

（事務局） 

 ・ 地域公共交通網形成計画の策定に向けて、その前提となる背景、まちづくりの現状

について説明 資料５ 

 

（市都市計画課） 

 ・ コンパクトなまちづくりについて説明 資料６－１ 

 ・ 立地適正化計画の策定について説明 資料６－２ 

 

（宮下委員） 

 ・ 地域の公共交通について考えるということですが、地理的な範囲として釧路市なの

か、もう少し他の町など広域に関わってくるものなのかをお聞きします。 
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（事務局） 

 ・ 計画では区域を定める事になっており、そこは釧路市というエリアになろうかと思

います。しかし、オブザーバーで白糠町、釧路町さんにご参加いただいているように、

都市圏というエリアでは、鉄道、バス、タクシーを含めて白糠町さん釧路町さんにも

公共交通が通っておりますので、それらを含めた公共交通網を検討していく必要があ

ると考えております。 

 

（名塚会長） 

・ 地域公共交通網形成計画策定に向けての考え方について、事務局の提案のとおり承

認いただけたということでよろしいでしょうか。 

 

～異議なし～ 

 

（名塚会長） 

・ 事務局案のとおり承認いただいたものといたします。 

 

７．その他 

 

（名塚会長） 

・ くしろバス、阿寒バスより情報提供がありますので、よろしくお願いします。 

 

（畑毛委員（くしろバス）） 

 ・ 現状のバス路線のお客様の動向について、毎年２～３％利用者が減少しており、釧

路市の人口減少率より速いペースとなっています。今後、減便する路線も出てくると

思いますので、関係自治体と協議をしてまいりたいと思っております。 

 ・ バスロケーションシステムについて、スマートフォンでバスの位置情報を検索でき

るというものですが、費用対効果を考えながら検討していきたいと考えております。 

 ・ 平成２０年度からフリー乗車券（５００円で日曜日、祭日、イベントのある土曜日）

を実施しておりますが、阿寒バスさんと協議して、５月から土曜日にも枠を拡大して、

利便性を向上させていきたいと考えています。これに伴い、金額も若干値上げするこ

とも考えております。 

 

（須田委員（阿寒バス）） 

 ・ 釧路市街、釧路空港、阿寒湖畔、摩周、女満別空港、網走を利用範囲とする４ｄａ

ｙｓフリーパスポート、更には４ｄａｙｓフリーパスポートの利用範囲に加えてウト

ロ・羅臼・中標津空港など道東一円を利用範囲とした、７ｄａｙｓフリーパスポート

を期間限定で販売しております。 
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（名塚会長） 

・ 最後になりますが、副会長の岸委員から、今後の取組で重視すべき事項等につきま

して、ご発言いただきたいと存じます。 

 

（岸副会長） 

 ・ 副会長を仰せつかりました北海道大学の岸です。微力ではありますが釧路市の公共

交通の将来に貢献できればと思っておりますのでよろしくお願いたします。 

 ・ 釧路市では立地適正化計画を策定することとしており、まちづくりと公共交通を連

携して取り組むという国の政策の流れに沿っており、厳しい状況ではありますが、可

能性はあると私は考えております。 

 ・ 私は交通計画や都市計画の専門家ですが、基本的に自分の考えは示しますけれども

押し付けることはいたしません。最後はやはり地元の皆さんで議論をしながら決めて

いくべきものだろうと思っております。公共交通の一番難しいところは既製服を押し

付けるのではなくて、オーダーメイドで最終的にどう微修正していくかというところ

がポイントになってきます。それは私よりも地元にいらっしゃる皆さんの方が現場の

ことをよく分かっていて、その味付けが、釧路市オリジナルの公共交通計画になって

行くと思います。 

 ・ 資料５で、将来交通計画というのを先程ご説明いただきましたが、道庁が中心とな

り釧路都市圏ということで釧路市と周辺市町でマスタープランを作りました。私は道

庁の委員会の委員としても参加しておりましたので実際に計画に携わっておりました

が、その時の課題は何かと言うと、道路は費用対効果という形で数字に表すことが出

来ますが、公共交通は数字に表すことが困難であるということです。実際に公共交通

の計画を立てる時に将来の数字を出すのは非常に難しいです。それは何故かと言いま

すと、交通機関の分担率を見ると、どこの街でもバスの利用者割合というのは１０％

を切っています。情報を分析し、将来のモデルを作っても、もともと分担率が低いの

で、運賃を安くしたりバスの便数を増やしたりしても劇的に利用者が増える傾向は出

てこないところが交通計画の中で一番難しいところです。 

 ・ 人口減少を上回るペースで利用者が減っているということは、バスの利用促進とい

う方策だけでは利用者を増やすことは難しいということです。ではこの先何を考えて

いくかというと、一つは市民の意識を変えてもらうということです。自家用車を利用

する便利さから、どれだけ公共交通を維持するかという形に意識を変えられるかとい

うことがあります。もう一つはどれだけバスを使ってもらえるようなまちづくりを進

めていくかという点が特に釧路は大事かと思います。さらには、中心市街地をどうし

ていくのかということをこの先、議論していかなければならないと思います。 

 ・ この先、人口は減少していきますので、人口をベースとした交通需要推計を行うと

需要は減少してしまいます。ですから、交通需要をいかにして作るかというところが
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交通計画では非常に重要であって、その中で議論されているのが交通手段をまず作る

ということです。行こうと思ってもいく足が無いと人々は移動できないので、まずは

移動手段をつくるということで、それは車やバスになります。 

 ・ 次に大事なのが目的地をつくることです。行く場所が無いと人々は移動しません。

そして目的地をつくるだけではなくて、目的地ですることをつくるというのが大事だ

というのが全国的なまちづくりと交通のトレンドになっております。 

 ・ 中心市街地の活性化と言いますが、釧路の中心市街地を見た時に例えば人々に来て

もらって何をしてもらうかというのがどれだけ議論できて、そのための交通手段をど

うするのかを議論していかなければなりません。 

 ・ 先程の立地適正化計画のたたき台の説明を聞いていて、中心市街地、都心部をどう

するかというのは書かれているのですが、誰に何をしてもらいたいという視点が抜け

ているかと思いました。例えば、いかにして大学生に中心市街地に来てもらうように

するかという視点が必要ではないかということです。 

 ・ 今回、教育大と公立大の先生にもご参加いただけるということで、私が目指す釧路

の将来の公共交通とまちづくり活性化は、高齢者や高校生など車を運転できない人た

ち、いわゆる交通弱者の移動手段を確保するだけではなくて、大学生がバスで中心市

街地にやってくるなど、活性化という意味でプラスアルファがどれだけ出来るかとい

うことを皆さんと議論していきたいと考えている所です。 

 ・ 観光との連携や、釧路町や白糠町など周辺市町との連携など、ひがし北海道の中で

の釧路の位置づけも含め、できることはたくさんあります。たくさんあるということ

は、明るい未来が待っていると私は考えておりまして、それを皆さんと議論出来れば

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

・ 以上を持ちまして、「平成２７年度第１回釧路市地域公共交通活性化協議会」を終了

いたします。 

 


